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 「 ロ ク ラ ク Ⅱ 」に 関 し て 、原 告 の 主 張 を 認 め 被 告 の 行 為 を 複

製 行 為 で あ る と し た 第 一 審 判 決 が 取 り 消 さ れ た 。  

著 作 権 法  

放 送 事 業 者 の

複 製 権  

 

事 件 番 号  （ 裁 判 所 ）  

 

平 ２ ０ （ ネ ） 第 １ ０ ０ ５ ５ 号   （ 知 財 高 裁 ）  

 

判 決 言 渡 日  （ 判 決 ）  

 

平 ２ １ ・  １ ・ ２ ７       （  認 容  ）  

 

  原   告  

 

 株 式 会 社 日 本 デ ジ タ ル 家 電  

 

  被   告  

Ｎ Ｈ Ｋ ，在 京 キ ー 局（ 日 本・Ｔ Ｂ Ｓ・フ ジ・朝 日・テ

レ ビ 東 京 ）、静 岡 第 一 テ レ ビ 、テ レ ビ 静 岡 、静 岡 放 送 、

 

キ ー ワ ー ド  

ク ラ ブ キ ャ ッ ツ ア イ 事 件  

カ ラ オ ケ 法 理  

利 用 者 の 複 製 行 為  

関 係 条 文   著 作 権 法 第 ２ １ 条  

      同 第 ９ ８ 条  

 

担 当     船 本 康 伸  

 事 件 の 経 緯  第 一 審 被 告（ 侵 害 者 ）は 、「 ロ ク ラ ク Ⅱ ビ デ オ デ ッ キ レ ン タ ル 」

と い う 名 称 で 、ハ ー ド デ ィ ス ク レ コ ー ダ「 ロ ク ラ ク Ⅱ（ 親 機・子 機 の ２ 台 １ 組 ）」

の う ち 、 日 本 国 内 に 設 置 し た 親 機 で テ レ ビ 放 送 に 係 る 放 送 波 を 受 信 ・ 録 画 し 、

海 外 居 住 者 で あ る 利 用 者 に 譲 渡 し た 他 の １ 台（ 子 機 ）で 、日 本 国 内 で 放 送 さ れ

る テ レ ビ 番 組 の 視 聴 を 可 能 に す る サ ー ビ ス を 提 供 し て い た 。第 一 審 で 東 京 地 方

裁 判 所 は 、 「 ク ラ ブ キ ャ ッ ツ ア イ 事 件 」 の 「 カ ラ オ ケ 法 理 」 昭 和 63年 3月 15日

最 高 裁 第 三 小 法 廷 判 決 を 適 用 し 、第 一 審 被 告（ 控 訴 人 ）の 行 為 を 著 作 権 法 第 21

条 に 規 定 す る 複 製 権 及 び 同 第 98条 に 規 定 す る 著 作 隣 接 権 を 侵 害 す る も の で あ

る と 認 定 し た（ 著 作 権 者 勝 訴 ）。第 一 審 被 告（ 控 訴 人 ）は 、上 記 第 一 審 判 決 を

不 服 と し て 知 財 高 裁 に 控 訴 し た 。  

 控 訴 人（ 第 一 審 被 告 ）の 主 張  本 件 サ ー ビ ス に お い て 、子 機 ロ ク ラ ク を 自 由

に 操 作 し 、好 み の テ レ ビ 番 組 に つ き タ イ ム シ フ ト 視 聴 を 実 現 し て い る の は 、利

用 者 の み で あ り 、子 機 ロ ク ラ ク を 操 作 す る か し な い か は 、全 て 利 用 者 の 意 思 に

委 ね ら れ て い る の で あ る か ら 、カ ラ オ ケ 法 理 を 無 制 限 に 拡 張 し て 、侵 害 者 が 主

体 的 に 録 画 ・ 視 聴 に 関 与 し て い る と の 評 価 を 行 う こ と は 、 行 き 過 ぎ で あ る 。  

 被 控 訴 人（ 第 一 審 原 告 ）の 主 張  原 判 決 の 判 断 手 法 は 正 当 で あ り 、ク ラ ブ キ

ャ ッ ツ ア イ 事 件 最 高 裁 判 決 に 沿 っ た も の で あ り 正 当 で あ る 。  

 判 決  控 訴 審 判 決 で は 、著 作 権 者 が 主 張 す る 各 事 情 は 、い ず れ も 、侵 害 者 が
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本 件 複 製 を 行 っ て い る も の と 認 め る べ き 事 情 と い う こ と は で き な と 判 断 し 、第

一 審 判 決 を 覆 し た 。  

 評 釈  原 判 決 は 、ク ラ ブ キ ャ ッ ツ ア イ 事 件 判 決（ カ ラ オ ケ 法 理 ）を 適 用 し 原

審 被 告 の 行 為 を 著 作 権 侵 害 と 判 断 し た が 、第 二 審 は こ れ を 適 用 せ ず 、産 業 政 策

的 見 地 か ら 、控 訴 人（ 原 審 被 告 ）の 行 為 を 著 作 権 侵 害 と 認 定 し な か っ た 。控 訴

審 が 産 業 政 策 的 見 地 を 採 用 し た の は 以 下 の 理 由 か ら 判 る 。「 我 が 国 と 海 外 と の

交 流 が 飛 躍 的 に 拡 大 し 、国 内 で 放 送 さ れ た テ レ ビ 番 組 の 視 聴 に 対 す る 需 要 が 急

増 す る 中 、デ ジ タ ル 技 術 の 飛 躍 的 進 展 と イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 の 急 速 な 整 備 に よ

り 従 来 技 術 の 上 記 の よ う な 制 約 を 克 服 し て 、海 外 人 い な が ら 我 が 国 で 放 送 さ れ

る テ レ ビ 番 組 の 視 聴 が 時 間 的 に も 経 済 的 に も 著 し く 容 易 に な っ た も の で あ る 。

そ し て 、技 術 の 飛 躍 的 進 展 に 伴 い 、新 た な 商 品 開 発 や サ ー ビ ス が 創 生 さ れ 、よ

り 利 便 性 の 高 い 製 品 が 需 要 者 の 間 に 普 及 し 、家 電 製 品 と し て の 地 位 を 確 立 し て

い く 過 程 を 辿 る こ と は 技 術 革 新 の 歴 史 を 振 り 返 れ ば 明 ら か な と こ ろ で あ る 。本

件 サ ー ビ ス に お い て も 、利 用 者 に お け る 適 法 な 私 的 利 用 の た め の 環 境 条 件 等 の

提 供 を 図 る も の で あ る か ら 、か か る サ ー ビ ス を 利 用 す る 者 が 増 大・累 積 し た か

ら と い っ て 本 来 適 法 な 行 為 が 違 法 に 転 化 す る 余 地 は な く 、も と よ り こ れ に よ り

被 控 訴 人 ら の 正 当 な 利 益 が 侵 害 さ れ る も の で は な い 。し た が っ て 、本 件 サ ー ビ

ス に お い て 、著 作 権 法 上 の 規 律 の 観 点 か ら 、サ ー ビ ス 利 用 者 に よ る 本 件 複 製 を

も っ て 、こ れ を 控 訴 人 に よ る 複 製 と 同 視 す る こ と は で き ず 、そ の 他 、控 訴 人 が

本 件 複 製 を 行 っ て い る も の と 認 め る に 足 る 事 実 の 立 証 は な い 。 」  

 本 件 は 最 高 裁 に 上 告 さ れ 現 在 審 理 中 で あ る 。  

（ ク ラ ブ キ ャ ッ ツ ア イ 事 件 最 高 裁 判 決 ）  

 著 作 権 又 は 著 作 隣 接 権 を 侵 害 す る 者 と し て 責 任 を 負 う 主 体 が 、単 に 物 理 的 外

形 的 な 観 点 の み か ら 判 断 さ れ る べ き で は な く 、法 律 的 な 観 点 か ら 種 々 の 事 情 を

踏 ま え て 判 断 さ れ る べ き で あ る 。  

 簡 単 に い え ば 、ス ナ ッ ク で 、客「 カ ラ オ ケ 利 用 者 」が 著 作 権 を 侵 害 し た 際 に

は 、「 そ の 場 」（ ス ナ ッ ク ）を 提 供 し た 者（ ス ナ ッ ク 経 営 者 ）も 侵 害 者 と さ れ

る 。カ ラ オ ケ ス ナ ッ ク の 営 業 上 の 利 益 の 増 大 を 意 図 す る 経 営 者 の 管 理 の 下 で 行



 

3 

 

わ れ る 客 の 歌 唱 の 主 体 と し て 、経 営 者 が 演 奏 権 の 直 接 侵 害 の 責 任 を 負 う 旨 を 判

示 し た 。  


